
北海道大学大学院理学研究院附属ゲノムダイナミクス 

研究センター長候補者選考内規 

 

 

（趣旨） 

第１条 この内規は，北海道大学大学院理学研究院附属ゲノムダイナミクス研究セ

ンター規程（平成２０年海大達１５０号）第５条第５項の規定に基づき，北海道

大学大学院理学研究院附属ゲノムダイナミクス研究センター長候補者（以下「候

補者」）の選考に関し，必要な事項について定めるものとする。 

 

（候補者の選考） 

第２条 候補者の選考は，次のいずれかに該当する場合に行う。 

(1) センター長の任期が満了するとき。 

(2) センター長が辞任を申し出て，総長が認めたとき。 

(3) センター長が欠けたとき。 

 

（候補者の選考） 

第３条 候補者は，理学研究院の専任の教授及び准教授のうちから，理学研究院長

が指名する者をもって充てる。 

 

（教授会の報告） 

第４条 理学研究院長は，前条の規定により指名された候補者について，北海道大

学大学院理学研究院教授会に報告するものとする。 

 

   附 則 

 この内規は，平成２０年１２月４日から施行する。 

 

   附 則 

 この内規は，平成２７年４月１日から施行する。 

 


